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平成 21年 12月 18日 

 

当社は、１，２号機の廃止措置（第１段階）における放射線管理区域外の設備・機器の解体撤去工

事として、本日、１，２号機の屋外に設置している原子炉格納容器窒素供給装置※１の解体撤去工事を

開始しましたので、お知らせします。 

今後、放射線管理区域外で、供用を終了した他の設備・機器（主要変圧器※２等）についても、計画的

に解体撤去を進めてまいります。 

なお、廃止措置（第１段階）に行う設備・機器の解体撤去範囲は、放射性物質による汚染のない放

射線管理区域外に限られます。解体撤去を行う設備・機器には、一部放射線管理区域内とつながる配

管等もあることから、解体撤去工事に際しては、放射線管理区域との境界管理を徹底し、工事を進め

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 原子炉格納容器窒素供給装置は、原子炉運転期間中に、原子炉格納容器内へ不活性ガスで

ある窒素を供給し、また、原子炉格納容器内の隔離弁等へ制御用の窒素を供給していた装置

です。 

※２ 主要変圧器は、原子炉運転期間中に、発電機で発生させた電圧約２０ｋＶの電力を、送電系統

へ送るため、送電電圧である２７５ｋＶに昇圧していた設備です。 

 

 

以 上 

浜岡原子力発電所１，２号機 放射線管理区域外の設備・機器の 

解体撤去工事の開始について 

原子炉格納容器 

原子炉格納容器 

窒素供給装置 

放射線管理区域外の設備・機器の解体撤去の範囲 

解体撤去の範囲 

１号機 原子炉格納容器 

窒素供給装置 

２号機 原子炉格納容器 

窒素供給装置 

主要変圧器 

原子炉格納容器窒素供給装置には、原子炉格納容器まで窒素ガスを送るための配管が
あり、当該配管は放射線管理区域内を通過しています。 

当該配管には窒素ガスの供給を遮断するための隔離弁等が設置されており、閉止した状
態で維持管理しています。 

解体撤去工事にあたっては、これらの弁の閉止状態を再確認した後、弁の外側（放射線
管理区域外）で配管を切断するとともに、切断部に閉止栓を設置することで、境界管理を徹
底します。 


